
平　成　２７　年　度

流　山　市　国　民　健　康　保　険　実　施　計　画　

流山市　市民生活部　国保年金課



NO　１

新規・
継続 事　　　　　項　　　　　詳　　　　　細 実施時期

１　適用・適正化対策の推進
（1)適用・適正化調査 継続 国保賦課給付係 ・市広報紙への掲載 １１月

・対象者への通知 １２月

（２）退職被保険者に対す 継続 国保賦課給付係 ・市広報紙への掲載 ８月
　る適用 ・対象者への通知 ７・９・１・３月

（３）未申告者対策 継続 国保賦課給付係 ・市民税課による文書催告 ７月
（市民税課） ・国保課独自の文書催告 ６月

・他市町村への所得照会 随　時

（４）居所不明者にかかる実 継続 国保賦課給付係 ・居所不明被保険者の資格喪失処理 通　　年
　態把握と資格喪失処理 国  保 収 納  係

（市民課）

（５）２重加入者の職権消除 継続 国保賦課給付係 ・対象者への通知 通年
・勤務先への調査

　国民健康保険団体連合会から提供される年金
受給者一覧表に基づき、対象者の適正な執行を
確保するとともに、届出を忘れている被保険者に
退職被保険者、被扶養者取得届出用紙を送付
し、退職被保険者の把握に努める。

　所得把握のため、簡易申告書を送付し、未申告
者の解消を図る。

　「居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務
取扱要領」に基づき、収納指導員による実態調査
を実施し、市民課あてに職権末梢を依頼する。

　「被保険者資格に係る職権資格喪失事務要領」
に基づき、勤務先へ社会保険調査を実施し、重複
加入の可能性のある方について、喪失手続の勧
奨通知をし、一定期間回答の無い方について、職
権で国保資格を喪失させる。

内　　　　　　　　　　　　容 担　当　係
主　　　な　　　事　　　業　　　実　　　施　　　予　　　定

　国民健康保険加入者のうち、重複加入している
と思われる方や、他の健康保険の扶養者として認
定が可能と思われる方に対して通知をし、資格の
適正化を図る他、未適用者について完全遡及す
ることから、加入遅延者に対し、広報等により加入
手続きの周知徹底を図る。

事　　　　　項　　　　　別　　　　　実　　　　　施　　　　　計　　　　　画

事　　　　　　　　項



NO　２

新規・
継続 事　　　　　項　　　　　詳　　　　　細 実施時期

２　保険料の収納率向上
　対策の推進
（１）滞納整理計画の策定 継続 国  保 収 納  係 ・平成２７年度収納率目標 ４月～

　　　　現年分　　　９１．００％
　　　　繰越分　　　３１．５６％
・事業計画による進行管理

（２）滞納世帯の実態分析 継続 国  保 収 納  係 ８月～

（３）徴収体制の強化 継続 国  保 収 納  係 ・全庁的な収納機能の強化を図る。 ４月～
・専任収納員の配置を要望する。

（４）納期内納付の推進 継続 国  保 収 納  係 ・市広報紙やホームページでの啓発 随　　時
国保賦課給付係 ・収納指導員による訪問勧奨

（５）被保険者指導の徹底 継続 国  保 収 納  係 ・文書催告(督促、催告、弁明書) 随　　時
・短期被保険者証、資格証明書の発行 ８、１２、３、６月
・納付相談会の開催(年２回) ４・９月
・収納指導員による臨戸納付指導 通　　年
・夜間電話催告 １２月

通　　年

・国保年金課として継続・徹底した催告及び、
滞納整理を実施する。
・収納指導員を活用し、きめ細かな巡回訪問
を行う。

・保険料に見合わない分納額に対して来庁要
請を行い、適正な分納額とする。

　地区担当、大口担当及び債権対策室を含め、総
合的に滞納対策に取り組む。

　納付方法別において収納率が最も高い口座振
替制度の推進を図る。特に、新規加入者に対して
は、申請時に口座振替を勧める等、重点的な口
座振替の推進を図る。

　文書催告はもとより、短期被保険者証や資格証
明書を発行することで、滞納者との未接触を解消
し、納付相談を持つことで被保険者の状況を把握
し、適切な納付指導を行う。

・分析結果に基づく問題点を把握し、効果的
対策を検討する。

　目標収納率を設定し、目標達成のための具体的
な実施方法、実施体制等を明記した平成２７年度
実施計画書を作成し、収納率向上に向けての滞
納整理事業を展開していく。

　所得段階別、職業別、収納指導員区域別、年齢
別、賦課段階別等の「滞納者分析」を行う。

事　　　　　項　　　　　別　　　　　実　　　　　施　　　　　計　　　　　画

事　　　　　　　　項 内　　　　　　　　　　　　容 担　当　係
主　　　な　　　事　　　業　　　実　　　施　　　予　　　定



NO　３

新規・
継続 事　　　　　項　　　　　詳　　　　　細 実施時期

（６）滞納処分の強化 継続 国  保 収 納  係 随　　時

（７）年金受給者からの特別 継続 国保賦課給付係 ・確実に保険料を徴収をすることで、負担の １０月
　　徴収 国  保 収 納  係 均衡を図る。 １２月

《一定要件》 ２月
・年金額が年額１８万円以上ある方

（８）納付環境の整備 新規 国  保 収 納  係 通　　年

・口座振替制度の推進を引続き実施する。

（９）職員の資質・意欲の 継続 国  保 収 納  係 随　　時
　向上

・係内ミーティングを定期的に実施
３　医療費適正化対策の
　推進
(１)レセプト点検の充実 継続 国保賦課給付係 ７～１１月

（年１回）

(２)医療費通知 継続 国保賦課給付係 ・受診者氏名、診療年月、診療区分、日数、 ６～３月
　医療費総額、医療機関名を表示 (年４回)

（３）ジェネリック医薬品使用 継続 国保賦課給付係 ８月、２月
　　促進通知 （年２回）

・収納実績の評価及び収納率向上に向けて
の研修
・滞納処分の実務（差押から換価）に関する研
修

・連合会によるレセプト点検職員研修に参加
し、点検事務の充実強化を図る。

・受診者氏名、ジェネリック医薬品での費用等

・悪質な滞納者の財産や収入状況を調査し滞
納処分を実施する。

・国民健康保険料と介護保険料の１回当たり
に徴収する保険料の合計額が、２カ月に１回
支給される年金額の２分の１を超えない方等

　納付義務者の利便性を図るため、納付しやすい
環境の整備を図る。

　滞納者個々の生計状況を掌握し、悪質な滞納者
に対しては、保険制度の秩序及び公平性を保つ
意味からも、滞納処分を実施する。

　総医療費の額等を被保険者に周知することによ
り、保険制度の理解を求め、医療費適正化に資す
る。

　職員及び収納指導員の研修、啓発を通して資質
の向上を図る。

　職員の配置及び職員研修等の受講により、一層
の点検事務の充実を図る。

担　当　係

事　　　　　項　　　　　別　　　　　実　　　　　施　　　　　計　　　　　画

　国民健康保険被保険者全員が６５歳以上７５歳
未満の世帯の世帯主が、一定の要件を満たして
いる場合、年金から保険料を天引きする特別徴収
を開始する。

　被保険者が服用する先発医薬品をジェネリック
医薬品へ切り替えた際の経済的負担の軽減度を
具体的に示し通知する。

事　　　　　　　　項 内　　　　　　　　　　　　容

・納付義務者の利便性を図るため、27年度か
らモバイルレジによる納付方法を導入。

主　　　な　　　事　　　業　　　実　　　施　　　予　　　定



NO　４

新規・
継続 事　　　　　項　　　　　詳　　　　　細 実施時期

（４）医療費データベースの 継続 国保賦課給付係 随　時
　整備・活用

（５）第三者行為（国民健康 継続 国保賦課給付係 随　時
　保険法第６４条）求償事務
　の実施

（６）療養費の適正化 継続 国保賦課給付係 　国保総合システムから頻回受診者を抽出 １１月
し、アンケートにより受診状況を確認し医療
費の適正化に取り組む

（７）保険者間調整 資格喪失後の受診による不当利得の返還に 新規 国保賦課給付係 被保険者資格喪失後の受診により発生する 通　　年
ついて、被保険者を介さず、直接保険者間で 返還金の手続きを、被保険者の負担の軽減
調整する方法を推進する。 を図るため、医療機関等を介さず保険者間で

調整する。

４　保健事業の充実
新規 国保賦課給付係 ・人間ドック及び脳ドック利用助成 通　　年

（２）あんま・はり等助成事業 継続 国保賦課給付係 ・あんま・はり等施設利用助成 通　　年
　の実施

（３）「健康を支える栄養学」 継続 国保賦課給付係 随　　時
　による健康推進事業

(１)人間ドック及び脳ドック助
　成事業の実施

・疾病傾向等を調査・分析し、保健事業及び
医療費適正化に活用

・国保連合会からの通知、被保険者及び病院
からの連絡により把握

　国保連合会で作成している医療費分析資料の
活用。

　レセプト点検時に傷病名及び点数により第三者
行為の可能性のある事案について抽出。

　柔道整復に通院する被保険者にアンケート調査
を実施し、通院状況を確認する。

「健康を支える栄養学」に基づく調理実習及び
各種講座、学習会を実施する。

　あんま・マッサージ等施設利用者に助成金を交
付し、医療費の適正化に資する。

　年々増加する医療給付費を抑制するため、生活
習慣病をはじめとする疾病予防・重篤化予防を目
的として、食生活に視点を置いた、「健康を支える
栄養学」を紹介する。

事　　　　　　　　項 内　　　　　　　　　　　　容 担　当　係
主　　　な　　　事　　　業　　　実　　　施　　　予　　　定

　これまでの人間ドック助成事業の実施内容を見
直し充実を図るとともに、新たに脳ドックの助成事
業を開始することにより、被保険者の健康の保
持、増進に資する。

事　　　　　項　　　　　別　　　　　実　　　　　施　　　　　計　　　　　画



NO　５

新規・
継続 実施時期

(４)特定健康診査・特定保健 継続 国保賦課給付係 ６～８月
　指導 健康増進課

通　　年

通　　年

（５）データヘルス計画の
　　策定

　平成２６年４月１日に国民健康保険法に基づく保
健事業の実施等に関する指針の一部が改正され
たことにより、レセプトや健診等のデータを活用
し、地域の健康状態の特徴を把握し、優先すべき
課題を明確化し効果的、効率的な保健事業を実
施していくための計画を策定する。

新規 国保賦課給付係
健康増進課

　国保財政の健全化を目指し、適正な賦課と
ともに、平準化に向けた保険料率の見直しを
行う。

通　　年

５　その他 ①適正な保険料の検討 継続 国保賦課給付係 ・平成２８年度から平成３１年度までの財政 通　　年
国保収納係 見通しを策定し、後期基本計画の下期実施

計画に一般会計からの繰入金を計上すること
とから、国保財政の健全化を目指し、適正な
賦課について検討を行う。

②千葉県市長会や国保連合会を通じて、国保制
度運営上の問題点や改善点等について、国に要
望する。

継続
国保賦課給付係
国保収納係

・地方単独事業を実施した場合の、国庫負担
金及び調整交付金の減額措置の廃止。

通　　年

・後期高齢者医療制度の財源確保について。

③マイナンバー制度導入準備を行う。 新規 国保賦課給付係 ７月～
国  保 収 納  係

・４月１日を基準日として、国民健康保険被保
険者のうち、４０歳以上７５歳未満の方に利用
券を発行して、医師会を通じて契約した実施
機関において、特定健康診査を実施する。

・特定保健指導は、健診を受けた方のうち保
健指導をする必要のある方に対して、動機付
け支援や積極的支援を行い、医療費の適正
化に努める。
・第２期実施計画に基づき、特定健康診査及
び特定保健指導の受診率の向上に向け、事
業実施部門の健康増進課及び医師会と協議
を行い、具体策を実施する。

  高齢者の医療の確保に関する法律により、４０
歳以上７５歳未満の特定健康診査及び特定保健
指導が各保険者に義務付けられ、適切な医療費
の確保を図り、医療費の適正化を推進するため、
生活習慣病の予防を目的として実施する。
　また、第２期実施計画に基づき、更なる受診率
の向上を目指す。

主　　　な　　　事　　　業　　　実　　　施　　　予　　　定

・平成２７年１０月から開始されるマイナンバー
制度の導入準備として、システム改修を行う。

事　　　　　項　　　　　別　　　　　実　　　　　施　　　　　計　　　　　画

事　　　　　　　　項 内　　　　　　　　　　　　容 担　当　係


